
共同研究制度等の改正 について

教員共同研究等参画経費（知の価値分）の導入

岐阜大学では、２０２０年４月より共同研究に参画する教員の人件費に相当する額を「教員人件費相当分」と

して共同研究費に計上することを推奨していましたが、2026年度より、当該経費を研究実績・蓄積に対する

対価及び、当該共同研究への関与時間に対する対価としての性質を明確にするために、教員共同研究等参画

経費（知の価値分）として名称を変更し、企業様との合意を前提に、直接コストとして経費に計上することを推

奨させて頂くものです。

経費の使途経費の性質区分

当該研究者に配分され、当該
研究実施のために使用します。

当該研究に直接必要な経費を計上
（旅費、消耗品費、備品費、本経費で雇用
される者の人件費等）

直接経費

直
接
コ
ス
ト

当該研究者にインセンティブ
として配分され、当該研究者
の研究参画環境改善（手当含
む）のために使用します。

当該共同研究に参画する教員の研究実
績・蓄積に対する対価及び、当該共同研
究への関与時間に対する対価を計上
（※共同研究講座、民間との受託研究に
おいても計上可能）

教員共同
研究参画
経費（知の
価値分）

大学及び当該研究者の所属す
る学部に配分され、大学全体
又は学部等の教育研究環境改
善のために使用します。

当該研究に付帯する経費として計上
（直接コストの３０％相当）

間接経費

間
接
コ
ス
ト

間接経費の上限額3００万円の廃止

岐阜大学では、共同研究費の直接経費が1,000万円を超える場合、間接経費は一律300万円
としていましたが、２０２６年４月より、上記の表のとおり原則、直接コストの３０％となります。
（但し、直接経費が30万円を下回る場合は、一律９万円となります）

経費算定の考え方

（２０２６年４月以降の研究経費について適用）

２０２６年4月以降の研究費について、現行制度(変更前)を適用して

契約したものは、変更契約を締結しない限り、元の契約が適用されます。

例）直接経費1,000万円、教員共同研究参画経費（知の価値分）１00万円の場合

直接コスト ＝ 1,000万円 ＋ 100万円 ＝ 1,100万円

間接コスト ＝ 1,100万円 × 30％ ＝33０万円 ⇒ 契約総額 1,430万円

※教員共同研究等参画経費（知の価値分）は、民間との受託研究（アカデミア型臨床研究及び治験を除く）

及び共同研究講座・共同研究部門の契約においても計上を推奨させて頂きます

ご不明な点がありましたら、以下担当までお問い合わせください。
岐阜大学研究推進部研究資金支援課研究資金第一係 ksi-sikn1@t.gifu-u.ac.jp



新制度が対象となる契約 について

（補足説明）

ご不明な点がありましたら、以下担当までお問い合わせください。
岐阜大学研究推進部研究資金支援課研究資金第一係 ksi-sikn1@t.gifu-u.ac.jp

新制度は、契約締結日によらず、研究期間の開始日又は変更・延長の対象とな

る期間の開始日が2026年4月1日以降の契約を対象としています。

制度移行時の暫定的な取り扱いとしまして、

２０２６（令和８年度）以降の研究費は、２０２５（令和７年度）分の

研究費とは別にお振り込み頂きますようにお願い致します。

合算してお振り込み頂いた場合は、旧制度での取り扱いとさせて

頂きます。

2025（令和７）年度

研究期間の開始日又は変更・延

長の対象となる期間の開始日が

2026年３月３1日以前

202６（令和８）年度

研究期間の開始日又は変更・延

長の対象となる期間の開始日が

2026年4月1日以降

2026年4月 新制度適用開始旧制度適用


